
計
量
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
計
量
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

計
量
法
施
行
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
軽
微
な
修
理
）

（
軽
微
な
修
理
）

第
十
条

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
修
理
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
条

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
修
理
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

質
量
計
に
係
る
次
に
掲
げ
る
修
理

二

質
量
計
に
係
る
次
に
掲
げ
る
修
理

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

自
動
捕
捉
式
は
か
り
に
係
る
日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
七
（
二
〇
二
六
）
附
属
書
に
掲
げ
る
軽
微
な
修

理

ロ

自
動
は
か
り
に
係
る
次
に
掲
げ
る
修
理

ホ
ッ
パ
ー
ス
ケ
ー
ル
に
係
る
日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
三
（
二
〇
二
四
）
附
属
書
に
掲
げ
る
軽
微
な

修
理充

塡
用
自
動
は
か
り
に
係
る
日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
四

一
（
二
〇
二
四
）
附
属
書
に
掲
げ
る
軽

微
な
修
理

コ
ン
ベ
ヤ
ス
ケ
ー
ル
に
係
る
日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
六

一
（
二
〇
二
四
）
附
属
書
に
掲
げ
る
軽

微
な
修
理

自
動
捕
捉
式
は
か
り
に
係
る
日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
七
（
二
〇
二
四
）
附
属
書
に
掲
げ
る
軽
微
な

修
理

三
〜
十
二

（
略
）

三
〜
十
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
簡
易
修
理
）

（
簡
易
修
理
）

第
十
一
条

法
第
四
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
修
理
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
十
一
条

法
第
四
十
九
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
修
理
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

質
量
計
に
係
る
次
に
掲
げ
る
修
理

二

質
量
計
に
係
る
次
に
掲
げ
る
修
理

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

自
動
捕
捉
式
は
か
り
に
係
る
日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
七
（
二
〇
二
六
）
附
属
書
に
掲
げ
る
簡
易
修
理

ロ

自
動
は
か
り
に
係
る
次
に
掲
げ
る
修
理

ホ
ッ
パ
ー
ス
ケ
ー
ル
に
係
る
日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
三
（
二
〇
二
四
）
附
属
書
に
掲
げ
る
簡
易
修

理
充
塡
用
自
動
は
か
り
に
係
る
日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
四

一
（
二
〇
二
四
）
附
属
書
に
掲
げ
る
簡

易
修
理

コ
ン
ベ
ヤ
ス
ケ
ー
ル
に
係
る
日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
六

一
（
二
〇
二
四
）
附
属
書
に
掲
げ
る
簡

易
修
理

自
動
捕
捉
式
は
か
り
に
係
る
日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
七
（
二
〇
二
四
）
附
属
書
に
掲
げ
る
簡
易
修

理

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

三
〜
十
三

（
略
）

三
〜
十
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報
〇
経
済
産
業
省
令
第
十
八
号

計
量
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
七
年
政
令
第
三
百
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
及
び
計
量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び

同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
計
量
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
二
十
四
日

経
済
産
業
大
臣

赤
澤

亮
正





（
登
録
に
係
る
区
分
）

（
登
録
に
係
る
区
分
）

第
九
十
条

法
第
百
四
十
三
条
第
一
項
の
登
録
に
係
る
物
象
の
状
態
の
量
は
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二

号
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
次
の
と
お
り
区
分
す
る
。
な
お
、
区
分
の
名
称
に
つ
い
て
は
、機
構
が
別
に
定
め
る
。

第
九
十
条

法
第
百
四
十
三
条
第
一
項
の
登
録
に
係
る
物
象
の
状
態
の
量
は
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二

号
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
次
の
と
お
り
区
分
す
る
。
な
お
、
区
分
の
名
称
に
つ
い
て
は
、機
構
が
別
に
定
め
る
。

一
〜
七

（
略
）

一
〜
七

（
略
）

八

角
速
度

（
新
設
）

九
〜
二
十
六

（
略
）

八
〜
二
十
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
表
記
）

（
表
記
）

第
百
十
八
条

質
量
計
の
表
記
事
項
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
本
産
業
規
格
に
よ
る
。

第
百
十
八
条

質
量
計
の
表
記
事
項
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
本
産
業
規
格
に
よ
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

（
削
る
）

二

ホ
ッ
パ
ー
ス
ケ
ー
ル

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
三
（
二
〇
二
四
）
附
属
書

（
削
る
）

三

充
塡
用
自
動
は
か
り

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
四

一
（
二
〇
二
四
）
附
属
書
及
び
日
本
産
業
規
格
Ｂ

七
六
〇
四

二
（
二
〇
二
一
）

（
削
る
）

四

コ
ン
ベ
ヤ
ス
ケ
ー
ル

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
六

一
（
二
〇
二
四
）
附
属
書
及
び
日
本
産
業
規
格
Ｂ

七
六
〇
六

二
（
二
〇
一
九
）

二

自
動
捕
捉
式
は
か
り

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
七
（
二
〇
二
六
）
附
属
書

五

自
動
捕
捉
式
は
か
り

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
七
（
二
〇
二
四
）
附
属
書

三

（
略
）

六

（
略
）

（
性
能
）

（
性
能
）

第
百
二
十
七
条

質
量
計
の
性
能
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
本
産
業
規
格
に
よ
る
。

第
百
二
十
七
条

質
量
計
の
性
能
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
本
産
業
規
格
に
よ
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

（
削
る
）

二

ホ
ッ
パ
ー
ス
ケ
ー
ル

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
三
（
二
〇
二
四
）
附
属
書

（
削
る
）

三

充
塡
用
自
動
は
か
り

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
四

一
（
二
〇
二
四
）
附
属
書
及
び
日
本
産
業
規
格
Ｂ

七
六
〇
四

二
（
二
〇
二
一
）

（
削
る
）

四

コ
ン
ベ
ヤ
ス
ケ
ー
ル

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
六

一
（
二
〇
二
四
）
附
属
書
及
び
日
本
産
業
規
格
Ｂ

七
六
〇
六

二
（
二
〇
一
九
）

二

自
動
捕
捉
式
は
か
り

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
七
（
二
〇
二
六
）
附
属
書

五

自
動
捕
捉
式
は
か
り

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
七
（
二
〇
二
四
）
附
属
書

三

（
略
）

六

（
略
）

（
検
定
公
差
）

（
検
定
公
差
）

第
百
八
十
二
条

質
量
計
の
検
定
公
差
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
本
産
業
規
格
に
よ
る
。

第
百
八
十
二
条

質
量
計
の
検
定
公
差
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
本
産
業
規
格
に
よ
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

（
削
る
）

二

ホ
ッ
パ
ー
ス
ケ
ー
ル

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
三
（
二
〇
二
四
）
附
属
書

（
削
る
）

三

充
塡
用
自
動
は
か
り

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
四

一
（
二
〇
二
四
）
附
属
書
及
び
日
本
産
業
規
格
Ｂ

七
六
〇
四

二
（
二
〇
二
一
）

（
削
る
）

四

コ
ン
ベ
ヤ
ス
ケ
ー
ル

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
六

一
（
二
〇
二
四
）
附
属
書
及
び
日
本
産
業
規
格
Ｂ

七
六
〇
六

二
（
二
〇
一
九
）

二

自
動
捕
捉
式
は
か
り

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
七
（
二
〇
二
六
）
附
属
書

五

自
動
捕
捉
式
は
か
り

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
七
（
二
〇
二
四
）
附
属
書

三

（
略
）

六

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
構
造
検
定
の
方
法
）

（
構
造
検
定
の
方
法
）

第
百
八
十
三
条

質
量
計
の
構
造
検
定
の
方
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
本
産
業
規
格
に
よ
る
。

第
百
八
十
三
条

質
量
計
の
構
造
検
定
の
方
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
本
産
業
規
格
に
よ
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

（
削
る
）

二

ホ
ッ
パ
ー
ス
ケ
ー
ル

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
三
（
二
〇
二
四
）
附
属
書

（
削
る
）

三

充
塡
用
自
動
は
か
り

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
四

一
（
二
〇
二
四
）
附
属
書
及
び
日
本
産
業
規
格
Ｂ

七
六
〇
四

二
（
二
〇
二
一
）

（
削
る
）

四

コ
ン
ベ
ヤ
ス
ケ
ー
ル

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
六

一
（
二
〇
二
四
）
附
属
書
及
び
日
本
産
業
規
格
Ｂ

七
六
〇
六

二
（
二
〇
一
九
）

二

自
動
捕
捉
式
は
か
り

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
七
（
二
〇
二
六
）
附
属
書

五

自
動
捕
捉
式
は
か
り

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
七
（
二
〇
二
四
）
附
属
書

三

（
略
）

六

（
略
）

（
器
差
検
定
の
方
法
）

（
器
差
検
定
の
方
法
）

第
二
百
四
条

質
量
計
の
器
差
検
定
の
方
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
本
産
業
規
格
に
よ
る
。

第
二
百
四
条

質
量
計
の
器
差
検
定
の
方
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
本
産
業
規
格
に
よ
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

（
削
る
）

二

ホ
ッ
パ
ー
ス
ケ
ー
ル

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
三
（
二
〇
二
四
）
附
属
書

（
削
る
）

三

充
塡
用
自
動
は
か
り

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
四

一
（
二
〇
二
四
）
附
属
書
及
び
日
本
産
業
規
格
Ｂ

七
六
〇
四

二
（
二
〇
二
一
）

（
削
る
）

四

コ
ン
ベ
ヤ
ス
ケ
ー
ル

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
六

一
（
二
〇
二
四
）
附
属
書
及
び
日
本
産
業
規
格
Ｂ

七
六
〇
六

二
（
二
〇
一
九
）

二

自
動
捕
捉
式
は
か
り

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
七
（
二
〇
二
六
）
附
属
書

五

自
動
捕
捉
式
は
か
り

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
七
（
二
〇
二
四
）
附
属
書

三

（
略
）

六

（
略
）

（
性
能
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

（
性
能
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
二
百
十
一
条

質
量
計
の
性
能
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
本
産
業
規
格
に

よ
る
。

第
二
百
十
一
条

質
量
計
の
性
能
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
本
産
業
規
格
に

よ
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

（
削
る
）

二

ホ
ッ
パ
ー
ス
ケ
ー
ル

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
三
（
二
〇
二
四
）
附
属
書

（
削
る
）

三

充
塡
用
自
動
は
か
り

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
四

一
（
二
〇
二
四
）
附
属
書
及
び
日
本
産
業
規
格
Ｂ

七
六
〇
四

二
（
二
〇
二
一
）

（
削
る
）

四

コ
ン
ベ
ヤ
ス
ケ
ー
ル

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
六

一
（
二
〇
二
四
）
附
属
書
及
び
日
本
産
業
規
格
Ｂ

七
六
〇
六

二
（
二
〇
一
九
）

二

自
動
捕
捉
式
は
か
り

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
七
（
二
〇
二
六
）
附
属
書

五

自
動
捕
捉
式
は
か
り

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
七
（
二
〇
二
四
）
附
属
書

三

（
略
）

六

（
略
）

（
使
用
公
差
）

（
使
用
公
差
）

第
二
百
十
二
条

質
量
計
の
使
用
公
差
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
本
産
業
規
格
に
よ
る
。

第
二
百
十
二
条

質
量
計
の
使
用
公
差
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
本
産
業
規
格
に
よ
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

（
削
る
）

二

ホ
ッ
パ
ー
ス
ケ
ー
ル

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
三
（
二
〇
二
四
）
附
属
書

（
削
る
）

三

充
塡
用
自
動
は
か
り

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
四

一
（
二
〇
二
四
）
附
属
書
及
び
日
本
産
業
規
格
Ｂ

七
六
〇
四

二
（
二
〇
二
一
）

（
削
る
）

四

コ
ン
ベ
ヤ
ス
ケ
ー
ル

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
六

一
（
二
〇
二
四
）
附
属
書
及
び
日
本
産
業
規
格
Ｂ

七
六
〇
六

二
（
二
〇
一
九
）

二

自
動
捕
捉
式
は
か
り

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
七
（
二
〇
二
六
）
附
属
書

五

自
動
捕
捉
式
は
か
り

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
七
（
二
〇
二
四
）
附
属
書

三

（
略
）

六

（
略
）

（
性
能
に
関
す
る
検
査
の
方
法
）

（
性
能
に
関
す
る
検
査
の
方
法
）

第
二
百
十
三
条

質
量
計
の
性
能
に
関
す
る
検
査
の
方
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
本
産
業
規
格
に

よ
る
。

第
二
百
十
三
条

質
量
計
の
性
能
に
関
す
る
検
査
の
方
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
本
産
業
規
格
に

よ
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

（
削
る
）

二

ホ
ッ
パ
ー
ス
ケ
ー
ル

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
三
（
二
〇
二
四
）
附
属
書

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



（
削
る
）

三

充
塡
用
自
動
は
か
り

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
四

一
（
二
〇
二
四
）
附
属
書
及
び
日
本
産
業
規
格
Ｂ

七
六
〇
四

二
（
二
〇
二
一
）

（
削
る
）

四

コ
ン
ベ
ヤ
ス
ケ
ー
ル

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
六

一
（
二
〇
二
四
）
附
属
書
及
び
日
本
産
業
規
格
Ｂ

七
六
〇
六

二
（
二
〇
一
九
）

二

自
動
捕
捉
式
は
か
り

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
七
（
二
〇
二
六
）
附
属
書

五

自
動
捕
捉
式
は
か
り

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
七
（
二
〇
二
四
）
附
属
書

三

（
略
）

六

（
略
）

（
器
差
検
査
の
方
法
）

（
器
差
検
査
の
方
法
）

第
二
百
十
四
条

質
量
計
の
器
差
検
査
の
方
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
本
産
業
規
格
に
よ
る
。

第
二
百
十
四
条

質
量
計
の
器
差
検
査
の
方
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
本
産
業
規
格
に
よ
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

（
削
る
）

二

ホ
ッ
パ
ー
ス
ケ
ー
ル

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
三
（
二
〇
二
四
）
附
属
書

（
削
る
）

三

充
塡
用
自
動
は
か
り

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
四

一
（
二
〇
二
四
）
附
属
書
及
び
日
本
産
業
規
格
Ｂ

七
六
〇
四

二
（
二
〇
二
一
）

（
削
る
）

四

コ
ン
ベ
ヤ
ス
ケ
ー
ル

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
六

一
（
二
〇
二
四
）
附
属
書
及
び
日
本
産
業
規
格
Ｂ

七
六
〇
六

二
（
二
〇
一
九
）

二

自
動
捕
捉
式
は
か
り

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
七
（
二
〇
二
六
）
附
属
書

五

自
動
捕
捉
式
は
か
り

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇
七
（
二
〇
二
四
）
附
属
書

三

（
略
）

六

（
略
）

（
表
記
）

（
表
記
）

第
六
百
五
十
六
条

最
大
需
要
電
力
計
（
最
大
需
要
電
力
表
示
装
置
付
電
力
量
計
の
最
大
需
要
電
力
表
示
装
置
を

含
む
。
以
下
同
じ
。）の
表
記
事
項
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
八
三

二
（
二
〇
二
六
）
に
よ
る
。

第
六
百
五
十
六
条

最
大
需
要
電
力
計
（
最
大
需
要
電
力
表
示
装
置
付
電
力
量
計
の
最
大
需
要
電
力
表
示
装
置
を

含
む
。
以
下
同
じ
。）の
表
記
事
項
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
八
三

二
（
二
〇
一
七
）
に
よ
る
。

（
性
能
）

（
性
能
）

第
六
百
五
十
七
条

最
大
需
要
電
力
計
の
性
能
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
八
三

二
（
二
〇
二
六
）
に
よ
る
。

第
六
百
五
十
七
条

最
大
需
要
電
力
計
の
性
能
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
八
三

二
（
二
〇
一
七
）
に
よ
る
。

（
検
定
公
差
）

（
検
定
公
差
）

第
六
百
八
十
条

最
大
需
要
電
力
計
の
検
定
公
差
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
八
三

二
（
二
〇
二
六
）に
よ
る
。

第
六
百
八
十
条

最
大
需
要
電
力
計
の
検
定
公
差
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
八
三

二
（
二
〇
一
七
）に
よ
る
。

（
構
造
検
定
の
方
法
）

（
構
造
検
定
の
方
法
）

第
六
百
八
十
一
条

最
大
需
要
電
力
計
の
構
造
検
定
の
方
法
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
八
三

二（
二
〇
二
六
）

に
よ
る
。

第
六
百
八
十
一
条

最
大
需
要
電
力
計
の
構
造
検
定
の
方
法
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
八
三

二（
二
〇
一
七
）

に
よ
る
。

（
器
差
検
定
の
方
法
）

（
器
差
検
定
の
方
法
）

第
七
百
六
条

最
大
需
要
電
力
計
の
器
差
検
定
の
方
法
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
八
三

二
（
二
〇
二
六
）
に

よ
る
。

第
七
百
六
条

最
大
需
要
電
力
計
の
器
差
検
定
の
方
法
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
八
三

二
（
二
〇
一
七
）
に

よ
る
。

（
性
能
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

（
性
能
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
七
百
七
条

最
大
需
要
電
力
計
の
性
能
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
八
三

二
（
二
〇

二
六
）
に
よ
る
。

第
七
百
七
条

最
大
需
要
電
力
計
の
性
能
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
八
三

二
（
二
〇

一
七
）
に
よ
る
。

（
使
用
公
差
）

（
使
用
公
差
）

第
七
百
八
条

最
大
需
要
電
力
計
の
使
用
公
差
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
八
三

二
（
二
〇
二
六
）
に
よ
る
。

第
七
百
八
条

最
大
需
要
電
力
計
の
使
用
公
差
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
八
三

二
（
二
〇
一
七
）
に
よ
る
。

（
性
能
に
関
す
る
検
査
の
方
法
）

（
性
能
に
関
す
る
検
査
の
方
法
）

第
七
百
九
条

最
大
需
要
電
力
計
の
性
能
に
関
す
る
検
査
の
方
法
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
八
三

二
（
二
〇

二
六
）
に
よ
る
。

第
七
百
九
条

最
大
需
要
電
力
計
の
性
能
に
関
す
る
検
査
の
方
法
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
八
三

二
（
二
〇

一
七
）
に
よ
る
。

（
器
差
検
査
の
方
法
）

（
器
差
検
査
の
方
法
）

第
七
百
十
条

最
大
需
要
電
力
計
の
器
差
検
査
の
方
法
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
八
三

二
（
二
〇
二
六
）
に

よ
る
。

第
七
百
十
条

最
大
需
要
電
力
計
の
器
差
検
査
の
方
法
は
、
日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
八
三

二
（
二
〇
一
七
）
に

よ
る
。
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（
表
記
）

（
表
記
）

第
七
百
十
一
条

電
力
量
計
（
最
大
需
要
電
力
表
示
装
置
付
電
力
量
計
に
あ
っ
て
は
、
最
大
需
要
電
力
表
示
装
置

を
除
く
。
以
下
同
じ
。）及
び
無
効
電
力
量
計
（
以
下
「
電
力
量
計
等
」
と
い
う
。）の
表
記
事
項
は
、
そ
れ
ぞ
れ

次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
本
産
業
規
格
に
よ
る
。

第
七
百
十
一
条

電
力
量
計
（
最
大
需
要
電
力
表
示
装
置
付
電
力
量
計
に
あ
っ
て
は
、
最
大
需
要
電
力
表
示
装
置

を
除
く
。
以
下
同
じ
。）及
び
無
効
電
力
量
計
（
以
下
「
電
力
量
計
等
」
と
い
う
。）の
表
記
事
項
は
、
そ
れ
ぞ
れ

次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
本
産
業
規
格
に
よ
る
。

一

普
通
電
力
量
計
又
は
精
密
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
一

二
（
二

〇
二
六
）

一

普
通
電
力
量
計
又
は
精
密
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
一

二
（
二

〇
一
七
）

二

（
略
）

二

（
略
）

三

特
別
精
密
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
二

二
（
二
〇
二
六
）

三

特
別
精
密
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
二

二
（
二
〇
一
七
）

四

特
別
精
密
電
力
量
計
、精
密
電
力
量
計
若
し
く
は
変
成
器
と
と
も
に
使
用
さ
れ
る
普
通
電
力
量
計
の
う
ち
、

電
子
式
の
も
の
以
外
の
も
の
又
は
直
流
電
力
量
計

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
一
六

二
（
二
〇
二
六
）

四

特
別
精
密
電
力
量
計
、精
密
電
力
量
計
若
し
く
は
変
成
器
と
と
も
に
使
用
さ
れ
る
普
通
電
力
量
計
の
う
ち
、

電
子
式
の
も
の
以
外
の
も
の
又
は
直
流
電
力
量
計

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
一
六

二
（
二
〇
一
七
）

五

無
効
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
三

二
（
二
〇
二
六
）

五

無
効
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
三

二
（
二
〇
一
七
）

六

（
略
）

六

（
略
）

（
性
能
）

（
性
能
）

第
七
百
十
二
条

電
力
量
計
等
の
性
能
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
本
産
業
規
格
に
よ
る
。

第
七
百
十
二
条

電
力
量
計
等
の
性
能
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
本
産
業
規
格
に
よ
る
。

一

普
通
電
力
量
計
又
は
精
密
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
一

二
（
二

〇
二
六
）

一

普
通
電
力
量
計
又
は
精
密
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
一

二
（
二

〇
一
七
）

二

（
略
）

二

（
略
）

三

特
別
精
密
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
二

二
（
二
〇
二
六
）

三

特
別
精
密
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
二

二
（
二
〇
一
七
）

四

特
別
精
密
電
力
量
計
、精
密
電
力
量
計
若
し
く
は
変
成
器
と
と
も
に
使
用
さ
れ
る
普
通
電
力
量
計
の
う
ち
、

電
子
式
の
も
の
以
外
の
も
の
又
は
直
流
電
力
量
計

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
一
六

二
（
二
〇
二
六
）

四

特
別
精
密
電
力
量
計
、精
密
電
力
量
計
若
し
く
は
変
成
器
と
と
も
に
使
用
さ
れ
る
普
通
電
力
量
計
の
う
ち
、

電
子
式
の
も
の
以
外
の
も
の
又
は
直
流
電
力
量
計

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
一
六

二
（
二
〇
一
七
）

五

無
効
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
三

二
（
二
〇
二
六
）

五

無
効
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
三

二
（
二
〇
一
七
）

六

（
略
）

六

（
略
）

（
検
定
公
差
）

（
検
定
公
差
）

第
七
百
二
十
四
条

電
力
量
計
等
の
検
定
公
差
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
本
産
業
規
格
に
よ
る
。

第
七
百
二
十
四
条

電
力
量
計
等
の
検
定
公
差
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
本
産
業
規
格
に
よ
る
。

一

普
通
電
力
量
計
又
は
精
密
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
一

二
（
二

〇
二
六
）

一

普
通
電
力
量
計
又
は
精
密
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
一

二
（
二

〇
一
七
）

二

（
略
）

二

（
略
）

三

特
別
精
密
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
二

二
（
二
〇
二
六
）

三

特
別
精
密
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
二

二
（
二
〇
一
七
）

四

特
別
精
密
電
力
量
計
、精
密
電
力
量
計
若
し
く
は
変
成
器
と
と
も
に
使
用
さ
れ
る
普
通
電
力
量
計
の
う
ち
、

電
子
式
の
も
の
以
外
の
も
の
又
は
直
流
電
力
量
計

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
一
六

二
（
二
〇
二
六
）

四

特
別
精
密
電
力
量
計
、精
密
電
力
量
計
若
し
く
は
変
成
器
と
と
も
に
使
用
さ
れ
る
普
通
電
力
量
計
の
う
ち
、

電
子
式
の
も
の
以
外
の
も
の
又
は
直
流
電
力
量
計

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
一
六

二
（
二
〇
一
七
）

五

無
効
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
三

二
（
二
〇
二
六
）

五

無
効
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
三

二
（
二
〇
一
七
）

六

（
略
）

六

（
略
）

（
構
造
検
定
の
方
法
）

（
構
造
検
定
の
方
法
）

第
七
百
二
十
五
条

電
力
量
計
等
の
構
造
検
定
の
方
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
本
産
業
規
格
に
よ

る
。

第
七
百
二
十
五
条

電
力
量
計
等
の
構
造
検
定
の
方
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
本
産
業
規
格
に
よ

る
。

一

普
通
電
力
量
計
又
は
精
密
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
一

二
（
二

〇
二
六
）

一

普
通
電
力
量
計
又
は
精
密
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
一

二
（
二

〇
一
七
）

二

（
略
）

二

（
略
）

三

特
別
精
密
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
二

二
（
二
〇
二
六
）

三

特
別
精
密
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
二

二
（
二
〇
一
七
）

四

特
別
精
密
電
力
量
計
、精
密
電
力
量
計
若
し
く
は
変
成
器
と
と
も
に
使
用
さ
れ
る
普
通
電
力
量
計
の
う
ち
、

電
子
式
の
も
の
以
外
の
も
の
又
は
直
流
電
力
量
計

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
一
六

二
（
二
〇
二
六
）

四

特
別
精
密
電
力
量
計
、精
密
電
力
量
計
若
し
く
は
変
成
器
と
と
も
に
使
用
さ
れ
る
普
通
電
力
量
計
の
う
ち
、

電
子
式
の
も
の
以
外
の
も
の
又
は
直
流
電
力
量
計

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
一
六

二
（
二
〇
一
七
）

五

無
効
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
三

二
（
二
〇
二
六
）

五

無
効
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
三

二
（
二
〇
一
七
）

六

（
略
）

六

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 



（
器
差
検
定
の
方
法
）

（
器
差
検
定
の
方
法
）

第
七
百
五
十
条

電
力
量
計
等
の
器
差
検
定
の
方
法
は
、そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
本
産
業
規
格
に
よ
る
。

第
七
百
五
十
条

電
力
量
計
等
の
器
差
検
定
の
方
法
は
、そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
本
産
業
規
格
に
よ
る
。

一

普
通
電
力
量
計
又
は
精
密
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
一

二
（
二

〇
二
六
）

一

普
通
電
力
量
計
又
は
精
密
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
一

二
（
二

〇
一
七
）

二

（
略
）

二

（
略
）

三

特
別
精
密
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
二

二
（
二
〇
二
六
）

三

特
別
精
密
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
二

二
（
二
〇
一
七
）

四

特
別
精
密
電
力
量
計
、精
密
電
力
量
計
若
し
く
は
変
成
器
と
と
も
に
使
用
さ
れ
る
普
通
電
力
量
計
の
う
ち
、

電
子
式
の
も
の
以
外
の
も
の
又
は
直
流
電
力
量
計

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
一
六

二
（
二
〇
二
六
）

四

特
別
精
密
電
力
量
計
、精
密
電
力
量
計
若
し
く
は
変
成
器
と
と
も
に
使
用
さ
れ
る
普
通
電
力
量
計
の
う
ち
、

電
子
式
の
も
の
以
外
の
も
の
又
は
直
流
電
力
量
計

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
一
六

二
（
二
〇
一
七
）

五

無
効
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
三

二
（
二
〇
二
六
）

五

無
効
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
三

二
（
二
〇
一
七
）

六

（
略
）

六

（
略
）

（
性
能
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

（
性
能
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
七
百
五
十
一
条

電
力
量
計
等
の
性
能
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
本
産
業

規
格
に
よ
る
。

第
七
百
五
十
一
条

電
力
量
計
等
の
性
能
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
本
産
業

規
格
に
よ
る
。

一

普
通
電
力
量
計
又
は
精
密
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
一

二
（
二

〇
二
六
）

一

普
通
電
力
量
計
又
は
精
密
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
一

二
（
二

〇
一
七
）

二

（
略
）

二

（
略
）

三

特
別
精
密
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
二

二
（
二
〇
二
六
）

三

特
別
精
密
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
二

二
（
二
〇
一
七
）

四

特
別
精
密
電
力
量
計
、精
密
電
力
量
計
若
し
く
は
変
成
器
と
と
も
に
使
用
さ
れ
る
普
通
電
力
量
計
の
う
ち
、

電
子
式
の
も
の
以
外
の
も
の
又
は
直
流
電
力
量
計

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
一
六

二
（
二
〇
二
六
）

四

特
別
精
密
電
力
量
計
、精
密
電
力
量
計
若
し
く
は
変
成
器
と
と
も
に
使
用
さ
れ
る
普
通
電
力
量
計
の
う
ち
、

電
子
式
の
も
の
以
外
の
も
の
又
は
直
流
電
力
量
計

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
一
六

二
（
二
〇
一
七
）

五

無
効
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
三

二
（
二
〇
二
六
）

五

無
効
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
三

二
（
二
〇
一
七
）

六

（
略
）

六

（
略
）

（
使
用
公
差
）

（
使
用
公
差
）

第
七
百
五
十
二
条

電
力
量
計
等
の
使
用
公
差
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
本
産
業
規
格
に
よ
る
。

第
七
百
五
十
二
条

電
力
量
計
等
の
使
用
公
差
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
本
産
業
規
格
に
よ
る
。

一

普
通
電
力
量
計
又
は
精
密
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
一

二
（
二

〇
二
六
）

一

普
通
電
力
量
計
又
は
精
密
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
一

二
（
二

〇
一
七
）

二

（
略
）

二

（
略
）

三

特
別
精
密
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
二

二
（
二
〇
二
六
）

三

特
別
精
密
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
二

二
（
二
〇
一
七
）

四

特
別
精
密
電
力
量
計
、精
密
電
力
量
計
若
し
く
は
変
成
器
と
と
も
に
使
用
さ
れ
る
普
通
電
力
量
計
の
う
ち
、

電
子
式
の
も
の
以
外
の
も
の
又
は
直
流
電
力
量
計

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
一
六

二
（
二
〇
二
六
）

四

特
別
精
密
電
力
量
計
、精
密
電
力
量
計
若
し
く
は
変
成
器
と
と
も
に
使
用
さ
れ
る
普
通
電
力
量
計
の
う
ち
、

電
子
式
の
も
の
以
外
の
も
の
又
は
直
流
電
力
量
計

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
一
六

二
（
二
〇
一
七
）

五

無
効
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
三

二
（
二
〇
二
六
）

五

無
効
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
三

二
（
二
〇
一
七
）

六

（
略
）

六

（
略
）

（
性
能
に
関
す
る
検
査
の
方
法
）

（
性
能
に
関
す
る
検
査
の
方
法
）

第
七
百
五
十
三
条

電
力
量
計
等
の
性
能
に
関
す
る
検
査
の
方
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
本
産
業

規
格
に
よ
る
。

第
七
百
五
十
三
条

電
力
量
計
等
の
性
能
に
関
す
る
検
査
の
方
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
本
産
業

規
格
に
よ
る
。

一

普
通
電
力
量
計
又
は
精
密
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
一

二
（
二

〇
二
六
）

一

普
通
電
力
量
計
又
は
精
密
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
一

二
（
二

〇
一
七
）

二

（
略
）

二

（
略
）

三

特
別
精
密
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
二

二
（
二
〇
二
六
）

三

特
別
精
密
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
二

二
（
二
〇
一
七
）

四

特
別
精
密
電
力
量
計
、精
密
電
力
量
計
若
し
く
は
変
成
器
と
と
も
に
使
用
さ
れ
る
普
通
電
力
量
計
の
う
ち
、

電
子
式
の
も
の
以
外
の
も
の
又
は
直
流
電
力
量
計

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
一
六

二
（
二
〇
二
六
）

四

特
別
精
密
電
力
量
計
、精
密
電
力
量
計
若
し
く
は
変
成
器
と
と
も
に
使
用
さ
れ
る
普
通
電
力
量
計
の
う
ち
、

電
子
式
の
も
の
以
外
の
も
の
又
は
直
流
電
力
量
計

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
一
六

二
（
二
〇
一
七
）

五

無
効
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
三

二
（
二
〇
二
六
）

五

無
効
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
三

二
（
二
〇
一
七
）

六

（
略
）

六

（
略
）

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報



（
器
差
検
査
の
方
法
）

（
器
差
検
査
の
方
法
）

第
七
百
五
十
四
条

電
力
量
計
等
の
器
差
検
査
の
方
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
本
産
業
規
格
に
よ

る
。

第
七
百
五
十
四
条

電
力
量
計
等
の
器
差
検
査
の
方
法
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
本
産
業
規
格
に
よ

る
。

一

普
通
電
力
量
計
又
は
精
密
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
一

二
（
二

〇
二
六
）

一

普
通
電
力
量
計
又
は
精
密
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
一

二
（
二

〇
一
七
）

二

（
略
）

二

（
略
）

三

特
別
精
密
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
二

二
（
二
〇
二
六
）

三

特
別
精
密
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
二

二
（
二
〇
一
七
）

四

特
別
精
密
電
力
量
計
、精
密
電
力
量
計
若
し
く
は
変
成
器
と
と
も
に
使
用
さ
れ
る
普
通
電
力
量
計
の
う
ち
、

電
子
式
の
も
の
以
外
の
も
の
又
は
直
流
電
力
量
計

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
一
六

二
（
二
〇
二
六
）

四

特
別
精
密
電
力
量
計
、精
密
電
力
量
計
若
し
く
は
変
成
器
と
と
も
に
使
用
さ
れ
る
普
通
電
力
量
計
の
う
ち
、

電
子
式
の
も
の
以
外
の
も
の
又
は
直
流
電
力
量
計

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
一
六

二
（
二
〇
一
七
）

五

無
効
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
三

二
（
二
〇
二
六
）

五

無
効
電
力
量
計
の
う
ち
、
電
子
式
の
も
の

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七
三

二
（
二
〇
一
七
）

六

（
略
）

六

（
略
）

（
指
定
定
期
検
査
機
関
、
指
定
検
定
機
関
、
指
定
計
量
証
明
検
査
機
関
及
び
特
定
計
量
証
明
認
定
機
関
の
指
定
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

指
定
定
期
検
査
機
関
、
指
定
検
定
機
関
、
指
定
計
量
証
明
検
査
機
関
及
び
特
定
計
量
証
明
認
定
機
関
の
指
定
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

別
表
第
二
（
第
九
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
九
条
関
係
）

事

項

業

務

の

範

囲

事

項

業

務

の

範

囲

一

特
定
計
量
器
の
種
類

一

（
略
）

一

特
定
計
量
器
の
種
類

一

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

（
削
る
）

二

ホ
ッ
パ
ー
ス
ケ
ー
ル

（
削
る
）

三

充
塡
用
自
動
は
か
り

（
削
る
）

四

コ
ン
ベ
ヤ
ス
ケ
ー
ル

二
・
三

（
略
）

五
・
六

（
略
）

二

（
略
）

（
略
）

二

（
略
）

（
略
）

別
表
第
三
（
第
十
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
十
条
関
係
）

指
定
の
区
分

検

定

設

備

検
定
を
実
施
す
る
者

指
定
の
区
分

検

定

設

備

検
定
を
実
施
す
る
者

名

称

性

能

条

件

人

数

名

称

性

能

条

件

人

数

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

電
力
量
計

（
略
）

（
略
）

（
略
）

電
力
量
計

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
削
る
）

（
削
る
）

衝
撃
性
雑
音
試
験

装
置

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
一

六

二
に
規
定
す
る
衝
撃

性
雑
音
の
影
響
の
試
験
が

で
き
る
も
の

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

高
速
過
渡
試
験
装

置

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
一

六

二
、
Ｃ
一
二
七
一

二
及
び
Ｃ
一
二
七
二

二

に
規
定
す
る
高
速
過
渡
の

影
響
の
試
験
が
で
き
る
も

の

高
速
過
渡
試
験
装

置

日
本
産
業
規
格
Ｃ
一
二
七

一

二
及
び
Ｃ
一
二
七

二

二
に
規
定
す
る
高
速

過
渡
の
影
響
の
試
験
が
で

き
る
も
の
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
四
（
第
十
条
関
係
）

別
表
第
四
（
第
十
条
関
係
）

指
定
の
区
分

検

定

設

備

検
定
を
実
施
す
る
者

指
定
の
区
分

検

定

設

備

検
定
を
実
施
す
る
者

名

称

性

能

条

件

人

数

名

称

性

能

条

件

人

数

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
略
）

（
略
）

ホ
ッ
パ
ー
ス
ケ
ー

ル

基
準
分
銅
管
理
は

か
り

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇

三
に
規
定
す
る
試
験
が
で

き
る
も
の

（
略
）

（
略
）

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

充
塡
用
自
動
は
か

り

基
準
分
銅
管
理
は

か
り

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇

四

一
及
び
Ｂ
七
六
〇

四

二
に
規
定
す
る
試
験

が
で
き
る
も
の

（
削
る
）

（
削
る
）

（
削
る
）

コ
ン
ベ
ヤ
ス
ケ
ー

ル

基
準
分
銅
管
理
は

か
り

日
本
産
業
規
格
Ｂ
七
六
〇

六

一
及
び
Ｂ
七
六
〇

六

二
に
規
定
す
る
試
験

が
で
き
る
も
の

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
計
量
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

計
量
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
九
年
経
済
産
業
省
令
第
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

（
自
動
は
か
り
を
使
用
す
る
適
正
計
量
管
理
事
業
所
の
経
過
措
置
）

（
自
動
は
か
り
を
使
用
す
る
適
正
計
量
管
理
事
業
所
の
経
過
措
置
）

第
四
条

計
量
法
施
行
令
及
び
計
量
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
百
六

十
三
号
。
以
下
「
改
正
令
」
と
い
う
。）に
よ
る
改
正
後
の
計
量
法
施
行
令
（
以
下
「
新
施
行
令
」
と
い
う
。）第

二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
動
捕
捉
式
は
か
り
（
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。）第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
定
計
量
器
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
つ
い
て

は
、
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
四
条

計
量
法
施
行
令
及
び
計
量
法
関
係
手
数
料
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
九
年
政
令
第
百
六

十
三
号
。
以
下
「
改
正
令
」
と
い
う
。）に
よ
る
改
正
後
の
計
量
法
施
行
令
（
以
下
「
新
施
行
令
」
と
い
う
。）第

二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
令
附
則
別
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
特
定
計
量
器
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

改
正
令
附
則
別
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
日
前
ま
で
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。

一

法
第
百
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
の
申
請
を
行
う
こ
と
。

一

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
百
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

指
定
の
申
請
を
行
う
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）
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（
削
る
）

２

改
正
令
附
則
別
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
特
定
計
量
器
に
係
る
前
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

ぞ
れ
改
正
令
附
則
別
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
日
以
後
に
行
う
こ
と
と
す
る
。

２

新
施
行
令
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、新
施
行
令
第
二
条
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
自
動
は
か
り
の
う
ち
、

ホ
ッ
パ
ー
ス
ケ
ー
ル
、
充
塡
用
自
動
は
か
り
及
び
コ
ン
ベ
ヤ
ス
ケ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
令
和
十
三
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
、
自
動
捕
捉
式
は
か
り
、
ホ
ッ
パ
ー
ス
ケ
ー
ル
、
充
塡
用
自
動
は
か
り
及
び
コ
ン
ベ
ヤ
ス
ケ
ー
ル
以

外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
こ
と
を
要

し
な
い
。

３

新
施
行
令
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、新
施
行
令
第
二
条
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
自
動
は
か
り
の
う
ち
、

改
正
令
附
則
別
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
特
定
計
量
器
以
外
の
も
の
（
次
項
に
お
い
て
「
検
定
対
象
外
自
動
は
か

り
」
と
い
う
。）に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う

こ
と
を
要
し
な
い
。

（
削
る
）

４

検
定
対
象
外
自
動
は
か
り
に
係
る
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
以

後
に
行
う
こ
と
と
す
る
。

３

（
略
）

５

（
略
）
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
特
例
）

第
二
条

直
流
電
力
量
計
に
あ
っ
て
は
、
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
七
十
七
条
第
二
項
（
法
第
八
十
一
条
第
二
項
及
び
第
八
十
九
条
第
三
項
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
構
造
に
係
る
技

術
上
の
基
準
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
基
準
適
合
義
務
に
係
る
特
例
）

第
三
条

直
流
電
力
量
計
に
あ
っ
て
は
、
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
又
は
第
八
十
九
条
第
一
項
の
承
認
の
申
請
を
行
い
、
承
認
を
受
け
た
型
式
に
属
す
る
電
力
量
計
に
つ
い
て
の
法
第
七

十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
は
、
法
第
八
十
条
、
第
八
十
二
条
、
第
八
十
六
条
及
び
第
八
十
九
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

こ
と
が
で
き
る
。




